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1．間題の所在

　1．方法論一機能論的アプローチの限界

　2．マルクス主義との理論的対時にっいて

2．「政治的発展。と官僚制一S・N・アイゼニノシュタットの所論を中心として

　　「政治的発展。の意義

　　政治発展論に拾ける官僚制研究の視角

3．課題と展望一むすぴに代えて一

は　し　が　き

　いわゆる「政治的近代化」‘politicalmodernizatiOn’乃至「政治的発展」

‘po1iticaldevelopment’の問題は，アメリカでは1950年代以降，わが国で

は概して1960年の初頭以来，数多くの研究者によって検討が施されてき

た1）。その主たる問題意識が，西欧・非西欧を含む全世界の近代化にかん

する包括約な一般理論の構築を意図するところにあることは，いまでは

J．W．Ha1lの名とともに，あまりにもよく知られている2）。そして，この

間題意識のなかにこそ，近代化にかんする殆んどすべての間題が集約され

ているように思われる。但し，近代化論の理論的沿革及ぴその主要な間題

意識にっいては，不十分ながら，すでに論及したことがあるので3），ここ

では立ち入って検討しない4）。
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　本稿では，とくにS．N．Eisenstadtの諸論文を中心素材として，近代化

論における官僚制研究の有効なアプローチを模索する。そのことは，（少

なくとも筆者にとって）2づの意味をもっ。そのはじめは，近代化論の理

論的前提とされてきたいくっかの根本問題にっいて，改めて間いかけを行

うことである。

　第一の問いかけは，まずその方法論にたいして向けられる。近代化の理

論は，比較政治研究の新しい動向に促されて拾頭してきたものと考えるこ

とができるし，’本稿において「比較近代化論」という用語を用いるのは，

突はそのためなのであるが，機能論的・動態的なアプローチは，果して…

般に考えられているように，旧来の法律論的・制度記述的もしくは静態的

な方法論に「とって代る」ものであろうか。アイゼンシュタットの理論は，

そのような方法論的対時を止暢乃至接合するためのひとっの有効なホ唆を

与えているようである。

　第二の疑問は，近代化論の超克すべきいくっかの課題一近代化におけ

る「進歩」のイメージ，それを含む価値意識（とくに民主主義との関連）

の間題，及びマルクス主義との係り合いにおけるイデオロギーの問題，等

等一にたいして向けられる。近代化論は，果してこれらの間題を超克す

ることができるのであろうか。それを疑うことは，工W．ホールの提起し

た近代化論の間題，いいかえれば，その理論の存立そのものを間い直すこ

とになるであろう。そして，それらの問題は，近代化論が「西欧化」のイ

メージに把われない包括的な理論を樹1立しようとして，なオコ’かっ西欧化の

イメージから完全には脱却することのでき凌い現状をみるとき，たしかな

ものとして実感される。

　’近代化論における官僚制研究の有効なアプローチの究明は，筆者にとっ

て，もうひとつの意味をもつ。すなわち，いわば「脱西欧化」の理論とも

いうべき近代化の理論は，官僚制にかんして言えぱウェーバー・モデルか

らの脱却の試みであるとも言えようが，その場合，国際政治上の一分野に
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おける欧州共同体委員会の官僚制機構をもまた，比較近代化論の研究視角

から考察しうるのではないか，というのが，筆者の目論む究極のテーマで

ある5）。さらに，そのことによって比較行政論的アプローチを確立し，「国

際行政学」ともいうべき新しい学間体系を構築しようと企図するものであ

る。本稿は，いわばそのための前段階もしくは準備段階的な意味あいを有

するということができる。

　本稿の試みは，たんに間題提起に終るかもしれ凌いけれども，その彼岸

に，将来の研究にたいする展望が些かなりとも見出されうるように努めた

いo

　　　註

i）　近代化論にかんする参考文献については，つぎの訳著が詳しい。マイロン・

　　ウィーナー編著，上林良一・竹前栄治共訳「近代化の理論。法政大学出版会，

　　1968年。

2）　日本における所謂「近代化論争。は，主としてJ．W．ホールの論文を契機と

　　して活発化した。

　　J・W・ホール「日本の近代化一概念構成の諸間題一。思想439号。

3）拙稿「政治的発展とその間題性（序説）。法学ジャーナル第4号，1969年7月。

4）　理論的沿革として一点だけ付け加えておきたい。それは，近代化の研究にみ

　　られるよう凌共同研究に対する要請の昂まりは，ひろく杜会科学の綜合化，

　　さらには自然科学の諸分野をも包摂する学問全体の綜合化という視点から理

　　解されるべきであろう，ということである。このような視角の必要性は，対

　　談形成のつぎの論文において示唆されてい肌

　　　内田義彦・高桑純夫「杜会科学総合化の視点。別冊経済評論第5号，1971

　　年夏，PP．15～30．

　　　　をお，わが国では，総合研究はアメリカにおけるぼど進展していないの

　　が現状である。惟うに，わが国研究者の伝統的凌閉鎖性およぴ政府関係機関

　　の財政援助の不足が災いしているのでは凌かろうか。

5）　このアプローチの可能性は，つぎの著作において処々で示唆されている。

　　　David　Coombes，Politics　and　Bureaucracy　in　the　E1■ropean　Com㎜unity＝

　　APortraitoftheCommissionoftheE．E．C、，London．1967．pp．343．

　　　なお、詳細は拙稿「（紹介）欧州共同体における政治と官僚制一EEC委

　　員会のポートレート。阪南論集第7巻，1973年2月，参照。
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1双閏調栗　　第リ番弗o汚

一、聞題の所在

　1．方法論一機能論的アプ1コーチの限界

　「世界の多くの部分が相っいで近代化されるにっれて，また，近代化の

結果が・一・国によって相異なるにっれて，われわれは近代化の性格にかん

する見解，およぴ政治的・杜会的構造ないし知的諸価値の点からみたその

最終的成果にかんする見解を，変えざるをえなく凌ったのである。この問

題を取扱うアメリカの学者がこれまでてこずってきた基本的な問題は，全

世界の発展しっつある杜会にあらわれる多くの現象を，すべて考慮に入れ

て，近代化にかんする一般理論に到達することが可能であるかどうか，と

いうことである1）。」これはJ．W．ホールによって提起され，かっ，今日

一般に承認されている近代化論の問題意識である。近代化の理論がこのよ

うに超空聞的（ときには超歴史的でさえある）な一般理論の構築を企てる

隈り，地理的な意味におけるその比較研究対象の広漢さ，したがって，そ

の当面する問題の複雑多岐性は容易に推測されうる。比較近代化論と少し

く視点は異なるが，Ferre1Headyのっぎの指摘は，多様性の認識こそこ

の種の比較研究の出発点となるべきことを示唆するものとして，きわめて

含蓄がふかい。「こうした多様性の存在を認識することが，特定の国の行

政体系をより十分に理解するためと，それらの間のより意味のある比較を

行なうための両方のための第一歩である2）。」

　比較近代化論の対象とする研究分野が岩大であるのに比例して，その試

みられるアプローチもまた，著しく多種多様である。たとえぱ，発展段階

説をとるCWilE．Black及ぴA．F．K．0rganski，国家建設の観点から接

近を試みるKarl　W．Deutsch，Wi1liam　J．Foltz及びLucian　W．Pye，デ

毛クラシーの建設として理解するDavid　E．ApterやS．M．Lipest，さらに

制度化の観点から考察するS．N．Eisenstadt及ぴSamuelP．Huntington
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の立場などがある3〕。

　しかしながら，多様なアプローチのなかにも何らかの共通点を見出し，そ

れらを整理統合することによって凡そ2っの範曉に分類することができる。

たとえぱ，S．N．アイゼンシュタットは，「近代社会ないし近代化しっっある

社会（modemizing　societies）の主要な社会人口学的（socio・demographic）

およぴ構造的諸特徴の分析に重点をおく。アプローチと，「近代化過程の

より動態的側面と呼ぱれうるものを強調する」アプローチとに大別してい

る4）。少しニュアンスは異なるが，武田清子は，まず「近代化の変化を都

市化，工業化，マス・メディアの発達凌どといった物的，ないしは，客観

的条伜に重点をおき，それに伴う変化の現象において特質をとらえるアプ

ローチ。と，「人間の価値意識における近代化，即ち，閉ざされた共同体

的規制から意識において解放され，開かれた意識，主体性，合理性，個人

主義の確立ないし成熟を基盤とする自由主義化，民主主義化の変化を近代

化としてとらえるアプローチ」とに分類する5〕。要するに，1っは，近代

社会における構造上の測定可能な客観的条件に重点をおく方法であり，い

まユっは，より測定困難な近代化の諾特徴を重視する方法であると言うこ

とができるであろ㌔本稿では，概して，前者を機能論的アプローチ・後

者を伝統的アプローチとして対時させることによって，以下の論考を進め

ることにする。

　いうまでもなく，圭として今日の近代化論を特徴づける方法は，前者の

アフ㌔一チ，すなわち，GabrielA．Almond及びヵ一ル・ドイッチュら

に代表される所謂「構造竺機能論的」アプローチであ㌫その意味におい

て，近代化論は，いわば現代アメリカ政治学の典型的な落し子であるとい

うことができる。別の機会に示したように6），比較政治学における伝統的

方法は，いわゆる「国別の制度記述的，法律的，静態的7）・な特徴をもち，

個別主義的事例研究もしくは地域主義的特殊研究を内容とするものであっ

た。しかしながら，交通・通信をはじめとする各種テクノロジーの発達，
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それによる比較可能性の著しい増大，共同研究・綜合研究への要請の昂ま

り，それに対する政策担当者の現実的要請等々，種々の契機に刺激されな

がら，より動態的凌，政治の機能的分析的な把握が求められるにいたった。

このような折り，植民主義に代る新しい開発途上国援助のための形態を模

索ナるアメリカにおいて，ホールの提起した間題，すなわち「西欧化。の

イメージに把われない近代化のパターンが，上述の如き新しい比較政治研

究の動向のもとに究明せられることとなり，それがいわゆる近代化論の拾

頭を促すことになったというのが実情である。それ故にこそ，近代化論は

比較政治学の一分野として位置づけられ，また同時に，その方法において

行動論約・機能論的アプローチの流れを汲むものとして考えることができ

るのである8）。

　さて，G．A．アーモンドは，James　S　Co1emanとの共編になるThe

Po1iticsoftheDevelopingAreas，NewJersey，1960、において，いち速く

機能論的立場における比較近代化の間題を提起した。そこでのかれの主要

関心が，行動論的基礎のもとに‘po肚ical　syStem’の概念構成を行ない，

かっ，各politica1systemに共通する諸機能を分析することにあったこと

は論を侯たない。そのことによって，かれは「政治構造による機能の遂行

の確立をコード化9）」し，また，「確率論的な政治理論の確立10）。を企て

たのであ乱そして，最後に，「このような意識を明確にした個別研究が

行われれば政治体制の文化的二元性の解明も進み，如何なる要素が量化さ

れ得るかも明らかとなり，更には政治体制の近代化の手がかりも得られる

であろう」と結んでいる11）。アーモンドの方法論の有効性は，以上の自負

のなかに明らかであるが，そうである限り，F．ヘッディの言にもみられ

るように・「比較政治に対する伝統的な制度的，あるいは構造的接近法に，

機能的接近法をおきかえようとする最近の包括的な努力のなかで，最も有

力な努カ12）」を払ってきた者こそアーモンドにほかならない。かれ自ら自

賛するところによれば，その接近法は，「1つの理論的枠組，つ童りこれ
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によって，あらゆる種類の政治体系を比較分析する方法がはじめて可能に

なるような枠組を構築しよう13〕」と企図するものなのである。ここにこそ，

その後の近代化論を方向づけた問題提起が看取される14〕。

　しかしながら，このような機能論的アプローチも同時にいくつかの隈界

を含むものであることが指摘されねぱならない。ここでは，とくに，比較

近代化論との関わりに限って述べておきたい。すでに述べたように，機能

論的アプローチが今日の近代化論の方向を主として形成してきたものであ

る以上，その限界を問うことは，とりも直さず比較近代化論そのものの間

題意識に関わる，あるいはそこから派生する一切の根本的な間題を改めて

問いかけることになるであろう。

　第一の問題点として，まず近代化にかんする「一般化。理論構築の可能

性が問われなければならない。たしかに各種テクノロジーの発達は世界の

諸地域についての比較可能性を増大させたし，また，複雑な諸現象を比較

対象することによって問題の解決を促進することも必要不可欠ではあるが，

たんに研究者が「比較の拡大は一般理論の確立をもたらす」と仮想してい

るならぱ，それは楽観的凌飛躍にほかならない。たんなる比較の一般的拡

大は，岩永健吉郎の指摘するように，「……異質の政治体制の主体的意慾

を見あやまらせて，っいに国際的認識の落差を増幅15｝」せざるを得ないの

であり，したがって現代における比較には「明日の質の観念，換言すれば

歴史的意識と方向感覚とを欠き得ない16）・のであ㌫Bemard　E．Brown

は，「意味のある比較17）」とは何かという間題に挑んでいるが，そのばあ

い，「比較の拡大は普遍化的方法としてではなく，課題の共通として，主

体的に把えられなけれぱならない18）」との自覚のもとに，決して対象にお・

ける歴史性及ぴ個別性を捨象してしまわない態度こそが要請されるのであ

ん萩原宜之の指摘を侯つまでもなく，アーモンドらによる機能論的アプ

ローチは「一般化を急ぐ余り，各国の歴史的形成物である政治体制の個性

的認識への志向性を稀薄化しているという批判19）」を免かれ得凌い。
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　第二に，比較近代化論における「西欧化。イメージからの脱去口の可能性

が改めて問い直されなければならない。このことは，さらにいくつかの間

題を並列的かつ重畳的に派生する。

　その一は，（いくつかの意味で）価値観にかかわる問題であり，「西欧近

代のパローキアリズムからの脱却という方向をもっていたアメリカの比較

政治学が，結局はパローキアリズムの強化という結果に帰着した事例を

アーモンド＝コールマン理論に見出し得る20〕」との指摘に接合する間題で

ある。たとえぱ，「近代化」イメージのなかにたえず連想される「進歩」

の観念・西欧化は望ましいものであるとの評価，したがって西欧型（議会

制）民主主義への肯定，これらは，近代化論がその当初から克服しようと

努めた課題であるが，機能論的アプローチのもとで果してそれはどれほど

克服されたといえるであろうか。近代化の指標として列挙される事柄は，

相変らず，工業化の促進，読み書き能力の増大，都市化，組織化，社会構

造の分化，等々である21）。そうである以上，近代化が西欧化の過程から逸

脱することはできないであろう。普遍的理解の構築を企てたアーモンドに

おける最大の盲点は，おそらく無意識のうちに，また，しばしぱ意識的に

かれが西欧化のパターンに自縛されていたということであろう。そのこと

は・つぎの表現のなかに伺え乱「間題は，本質的に，複合的な西洋の体

制に存在する独特の政治活動にもとづく一連の問題を問いかけることで

あった。換言すれば，我々には，機能論的なカテゴリーを，構造の特殊化

と機能の分化が高度にみられる政治体制から抽出したのである22）。」この

ことが「政治過程が他の社会過程と未分化である新興国家の政治分析に対

して，そのまま適用すること23〕」を困難にしたのであって，その点におい

て，「アーモンド＝コールマン両教授の近代化理論は，余りにも現在の西

欧特にアメリカのパローキアリズムにとらわれており，政治過程の近代化

ということに倭小化されていることを感ぜざるを得ない24）。のである。

　その二は・いま述べた問題と密接に関連する問題である。すなわち，西
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欧的な政治理論に共通してみられる政治過程の重視という点である。開発

途上国の現状をみる限り，利益集団・圧力団体及ぴ政党などによる「利益

接合」的な要素は過大評価されるべきではなく，むしろ，軍隊・官僚制さ

らには統治者凌どの主体的要素が正当に評価されるぺきであろう。

　最後に，主として機能論的アブローチの基礎となっている行動論との関

係において派生する問題がある。行動論は，周知のごとく，David　Easton，

Karl　W．Deutschらによって発展せしめられ，データの収集・分析作業

を活発に行っているが，「それにもかかわらず，こうした方法によって提

供されるデータと比較研究の理論的課題との間のへだたりは凌お大きく，

『包括的」で『有意的。な分析図式はなお得られるには至っていない25）。」

その点がまさしく間題なのであって，「端的にいえば，限定可能，測定可

能な対象を選択し，それ以外の政治事象を研究対象から排除することに

よって，すぐれて人間的な行為の所産たる政治現象の一面しか把握できな

くをるのではをいか26）」との疑問が生ずるのである。

　以上において検討した結果，アーモンドらによる機能論的アプローチが，

現下の比較近代化の研究にとって，唯一至上の方法論であるとは考えるこ

とができない。この新しい方法論は，必ずしも従来の記述論的方法にとっ

て代るものではなく，B．且ブラウンによれば，「それはむしろ，その体系

を考察するもう1つの方法を提供27〕。するのであるという。きわめてつっ

ましやかな，しかも含意に富んだことばである。しかし凌がら，同時に，

旧来の伝統的・制度論的方法論が隈界をもっこともまた，たしかである。

それでは・いま必要とされる方法論はいかなるものであるべきだろうか。

少しく視座は果なるが，嵩島昌二のつぎの指摘は有益である。「（現状では，

行動論的・体系的・相関的・進化論的凌）四っのアプ回一チの一つを採り，

他をまったく無視するとか，あるいは安易凌折衷，統合を企てるぺきでは

．凌く，差し当っては，それぞれの立場から，それぞれの研究対象にもっと

も有効な分析方法を採用し，競合して……研究領域にお・ける実績を積み上
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げていくべきであろう28〕。」しかしながら，このような研究状況のもとで

開発途上国の分析のためにとくに必要とされることは，可能な限り，「ケー

ス・スタディと比較研究，マクロ分析とミク1・分析，静態分析と動態分析

をそれぞれかみ含せなければならない29）」ということであり，さらに，

「アー毛ンド理論の機能論的分析図式を，歴史的な体制分析の中で位置づ

けて30）」ゆくことである。しかも我々が，すでに述ぺたように，「単なる

機能論的分析のみでなく，国家権力を行使する支配層の分析を必要とす

る31）。のであるならぱ，ここに掲げられた殆んどすぺての要件を充足しう

る学説に注目せざるを得ない。以下，本稿においてS．N．アイゼンシュ

タットの理論を中心として考察するのは，まさにそのよう凌意味において

であ㌫アメリカ政治学において，「脱行動論・的な方向性さえ見出しう

る今日32〕，ひとっの理論的接含の可能性を見出そうとの努力も，あながち

無意味ではあるまへ一ただ，その前に，比較近代化論とマルクス主義

との関わりについて述べておきたへ

　　　　註

　1）J．W．ホール，前掲論文p．41．

　2）　Feπel　Heady，Public　Administ閉tion：A　Compa蝸tive　Perspective，prent－
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　　　DeveIopment，”The　Amals　of　the　Amerioan　Academyof　Po1itical　and　Social
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　　　政治杜会学。未来社，1968年。S．N一アイゼンシュタット著，大森弥他共訳「近
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　　P．13．

27）B．E．ブラウン前掲訳著，P．13．

27）　高橋昌二「高度産業杜会の政治杜会学。綿貫譲治編『政治社会学。（社会学

　　講座第7巻、東京大学出版会）」1973年，p・149・

29）萩原前掲論文p．385．

30）　同　　上。

31）　　p，386．

32）Lucian　W．Pyeは，70年代のアメリカ政治学にっいて，①行動科学的方法が
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　　③歴史的分析も重要になってくること，を示唆しているという。

　　　山川雄巳，前掲論文p．118．

2．マルクス主義との理論的対時について

　比較近代化論の第一義的意図は，すでに述べたように，必ずしも従来の

西欧中心的凌政治理論に拘束されることなく，近代化にかんする一般理論

の構築を企てるところにみられる。そうである隈り，その理論は，’開発途

上国のみならず社会主義諸国をも研究の対象として包摂しうるものでなけ

れぱならない。この分野においても，すでにいくらかの試みは行われてい
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る1）。しかるに，今日一凌お近代化論者にたいするマルクス主義者のきぴし

い批判が存在するのは，いかなる理由によるのであろうか，一考を要する

問題である。

　結論的に言って，マルクス主義者の批判は，」面において初期の近代化

論への先入観に基づく一種の誤解を含んでいるとともに，他面で，近代化

論にとっての致命的な間題点を衝くものであると言わざるを得ない。

　日本における所謂「近代化論争」は，明らかに，「明治百年・を契機と

する自国の近代化の再認識ないし再評価という，すぐれて政策的な課題を

もっていた。同様に，アメリカにおいても，当初，近代化の理論はすぐれ

て政策的・イデオロギー的凌理論として展開された。す凌わち，それはま

ず後進国援助のための理論として出発した。第二次世界大戦後の国際世論

によって植民地政策（植民主義）が否定されたのちに，海外進出にたいする

正当な理論的根拠を附与するという，きわめて緊急の現実的要請が存した

のである2〕。その意味において，当初近代化の理論は，軍事面における所謂

　　　　　　　　　　　カウンタ＾パ■ト
「ドミノ理論」の経済的相対物であったということが出来るかも知れ

ない。このような時期の近代化理論の一面を最も端的に示すのが，「経済成

長段階論。として提起されたW．W．Rustowの所論3）である。「非共産主

義宣言。という副題の示すように，かれの論文は共産主義理論にとって代

ろうとする野望を露骨に呈示しており，その後の近代化論争にひとっの導

火線を引くことになった。近代化理論を反共的なブルジョワ・イデオロギ

ーとして位置づけようとするマルクス主義者の視点4〕は，近代化論のかよ

うな初期の傾向に着眼したものとして理解されるべきであろう。要する

に，当初，近代化論は単なる経済成長論，単なる後進国援助の理論として

提起され，しかも反共的イデオロギーであることをその特質としたので

ある。

　ところが，ロストウらによる経済成長論としての近代化理論は，政治の

領域に移入されるに及んで，「特定の体制ないしイデオロギーに荷担しな
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い態度が前提される」に至った。「すぐれて価値被拘束的を政治学，とく

にアメリカ政治学が，近代化過程イコール民主化過程という図式によらず，

非イデオロギー的，没価値的に冷厳な歴史的現実として考察しようとする

姿勢をうちだした5）・のである。近代化論（とくに政治的近代化の理論）

におけるこのような脱イデオロギー化の過程が無視される限り，プルクス

主義者の批判は単なる誤解として看過しうるであろ㌔

　しかしながら，このよう凌理論的発展に対応して，々ルクス主義者の近

代化論に対する評価の仕方にも重大な変化がみられる。たとえぱ，S．N

アイゼンシュタットの所説を綿密に検討したのちに，金原左門は，「こう

みてくるとF近代化』論に対処しこれを克服するためには，『近代化・論

のイデオロギー的批判にとどまらず，『近代化」論の系統的研究を内在的

に進めていかなけれぱなら凌い6〕」と述べている。このことは，マルクス

主義が，従来，近代化論をイデオロギー的な次元でのみとらえていたこと

に対する批判ないし反省であるとともに，より積極的に理論的対応を高め

ようとする真撃な努力のあらわれとして評価することができる。

　一方，マルクス主義者によって指摘された近代化論の致命的とも言うべ

き間題は，階級論欠落の事実であ㌫いかなる理論的基礎にたつにせよ・

近代社会における政治構造及ぴ政治カ学を究明しようとするとき，階級闘

争あるいは階級そのものの検討が看過されてはならない。しかるに，従来

の近代化論における階級論欠落の事実は，覆いがたいものであったと言わ

ざるを得凌い。たとえぱ，次章以下に述ぺるように，S．N．アイゼンシュ

タットが伝統的方法論と機能論的アプローチとを架橋するうえでいくっか

の重大な寄与を行ったことはたしかであるが，凌おかつ階級の問題には言

及していない。

　ところが，この理論的空隙は，小倉充夫による最近の労作によって縫合

されようとしている。かれは，政治的構造及ぴ機能の分化を強調する従来

の政治発展論が，「集団の利害状況とそれによる集団間対立のもっ変動規
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定牲や変動要因としての意義を軽視7〕」しがちであること，そして，この

アプローチにおける階層・権力観が，畢寛，「不平等を正当化するイデオ

ロギーに転化する危険性8）」を有することを指摘する。そこでかれは，「階

級構造に焦点をおき階級関係の分析をとおして発展途上国社会の権力構造

を明らかに」することによって，「杜会的分化論が無晩しがちな利害対立

と闘争の積極的意義を自覚9）。させようと試みるのである。このアプ回一

チは，まだ緒についたぱかりであり，むしろ理論的な深化は今後の課題で

あると言わざるを得ないけれども，近代化理論における従来の盲点を補完

し，同時にその理論をマルクス主義と接含することのできる有効な試みと

して，注目に値する。

　　　　誌

　1）　内山秀夫は，C．E。ブラックによるロシア史の研究をその典型的をケースと

　　　して評価している。（もっとも，その発展段階説においては若千の異説を提

　　　噌している。）内山秀夫「政治発展の理論と構造。未来杜，1972隼，p．12．

　2）　阪野　亘，前掲論文p．53．

　3）W．W．Rustow，The　Stages　of　Ec㎝omic　Growth：A　N㎝一Communist　Man・

　　　ifest，Lond㎝：Cambridge　University　Press，1960．W．W、ロストウ著，木

　　　村健康・久保まち子・村上恭亮共訳「経済成長の藷段階一1っの非共産主

　　　義宣言一。ダイヤ毛ンド杜，1％4隼。

　4）　シンポジウム「近代化論とマルクス主義。現代の眼第5巻第5号，1964年5

　　　月。

　5）　内山秀夫，前掲畜p．12．

　6）　金原左門「『日本近代化■論の歴史機成をめぐって一S．N、アンゼンシュ

　　　タットの場合・歴史学研究第312号．p・14・

　　　凌お，和田泰樹も同様の視点を採る。和田春樹「現代的『近代的。論の思想

　　　と論理。歴史学研究第318号。

　7）　小倉充夫「発展途上国の政治社会学。杜会学講座第7巻，『政治社会学。東京

　　　大学出版会，1973隼，p．172．

　8）　同，　p．173，

　9）　同　　上。

比較近代化論における官僚制研究の視角 Page:8

無断転載禁止。　

90
阪南論集第9巻第5号

二、「政治的発展」と官僚制一S．N．アイゼンシュタット

の所論を中心として

　1．「政治的発展」の意義

　すでに示唆したように，伝統的アプローチと機能論的アプローチとを接

合しうる一っの理論的可能性を，以下において，S．N．アイゼンシュタッ

トの方法論のなかに求めることにしよう。まず，かれにとっての中心的概

念である「政治的発展」‘politicaldevelopment’の意義の解明に努めたい。

　さて，アイゼンシュタットによれぱ，「政治的発展」は，経済学者の所

謂「自己存続的成長」‘self・sustained　growth’の類推概念として提起され

．る。自己存続的成長とは，「体制内部の諸力によって生み出され，その体

制（SyStem）によって吸収される不断の成長過程1）」を意味する。政治の

分野においてこれに相当するものは，第一に政治体制が「変化しっっある一

種々のタイプの政治的要求および政治的組織を吸収する能力2〕」である。

この能カが必要とされるのは，政治的近代化の過程における市民の潜在的

凌政治力の増大と関係がある。つまり，政治指導者，政治的諸制度は，「国

際関係，経済状況，経済的諸資源の如き「客観的Jを諸問題とともに，政

治約支持の動員をも取扱わねばならない3）」のである。そして，政治的エ

リートが支持を動員し諾要求を接合しうるための「制度的な装置4）」

‘institutiona1devices’として，諸種の利益集団，社会運動，世論および政

党が前提される5）。

　第二に，「政治的発展」の概念には，さらに政治体制が「新しい，変化

しっつある種々の問題を処理する技術6〕」が含まれる。政治体制がそれら

の問題を処理する方法としては，っぎの3っのオリエンテーションが考え

られる7）。

　（1）新しい政治的諸要求と発展の諸形態を生ずるような諾変化の発展
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を，すべて最小隈度にくい止める。

　（2）　このよう在諸変化とそれらの政治的表現を統制・操作する。

　（3）　若干の制限内で，このよう凌新しい諸要求およぴ組織を吸収する。

　もちろん，これらはいずれも純粋形態であって，現実にはいかなる政治

体制も，これら3っのオリエンテーションの混合体として出現する。問題

はつねに，そのいずれの傾向がより強く，あるいはより多く強調されるか，

ということなのである。

　以上要するに，アイゼンシュタットにとって政治的発展とは，第一に政

治体制側における諸要求・藷組織の吸収能力であり，第二に，その間題処

理能力であるといえる。そして，このような能力遂行の過程において政治

体制がいわば「変化の制度化8）」に成功し，それ自体の存続カを維持乃至

強化するとき，それは真に「政治的発歴」として認識されるのである。こ

こに，かれの理論がしばしぱ主体者重視の理論，あるいは制度化の理論と

評される所以が存する。したがって，以下にアイゼンシュタット理論の特

徴にっいて，近代化論一般のアプローチと比較しながら，いま少し詳細に

論及してみたい。

　近代化は，一般に，「社会人口学的」‘socio・demogr宛hic’凌指標ないし

構造的指標に基づいて評定される。前者はカール・ドイッチュの所謂「社

会的流動化。‘social　mobi1ization’なる造語のうちに集約的に表現されて

いる。す凌わち，「旧来の社会的経済的心理的コミットメントの主要な部

分が腐蝕され，人々が新た凌形態の社会化と行動様式をとりうるようにな

る諸過程9）。である。その指標は，・さらに「機械，建築物，消費材等の示

威とカ㍉大衆媒体への反応とカ㍉住民の移転や都市化とか，農業的職業か

らの転換とか，読み書き能力の向上や個人当り所得の増大とかを通して近

代生活の諸側面に曝されている10〕」。一方，後者の，つまり近代化の主た

る構造的特徴としては，っぎのものが指摘される。「きわめて高度の分化

の発展，ある固定した所属主義的集団（たとえば血族・地縁集団等）に委
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ねられておらぬ自由凌資源の開発，専門化された多元的社会組織の発展，

非伝統的「国民的』凌いし超国民的集団への同一化の進展，さらにこれら

に付随する諾発展，すなわち，あらゆる主要な制度領域における専門的役

割の発展や経済生活における市場機構とか，政治における投粟・政党活動

のごとき大規模な専門的調整ならぴに配分機構と組織の発展とか，ほとん

どの制度領域における多様な官僚制的組織ないし機構の発展11）・である。

　これらの社会人口学的およぴ構造的指標は，近代化の照合規準として，

アイゼンシュタットによって一応は肯定され糺　しかしながら，問題は

「一方において構造的分化の特殊凌諸形態，他方において不断の成長や変

化を吸収しうる能力と，杜会的流動化のこれらの指標との間には，必ずし

もそのような密接凌諸関係が存するわけではない12）」というところにある。

社会的流動化およぴ構遭的分化のある水準の達成は1たしかに近代化の

「必要条件。ではあるが，それらの過程の発展は必ずしも近代化継続のた

めの「十分条件」ではありえないのである。なぜなら，アイゼンシュタッ

トにとって真の政治的発展の意義は，「変化を不断に吸収しうる制度的枠

組を創造する13）」という点に求められるからである。

　ここに明らかなように，政治的発展の中心的左側面は，「たえず変化し

つつある，新たに起っている諸問題・諸紛争を処理しうる適当な規制的諸

機構（regulative　mechanisms）の発展14）」である。そして，そのよう凌

規制的諸機構の発展やそれらの適当凌機能化，支配エリートによる，比較

的受諾されやすい藷政策のたゆ童ぬ履行，および社会内の種々の紛争の解

決及ぴ規制は，っぎの2っの基本的条件に依存する。ひとっは，「諸紛争

を規制し，適当凌行政的奉仕と指令を提供しうる比較的能率的な制度的枠

組の確立15）」であり，他は，「これらの制度的枠組の内に発展した種々の

規制およぴ指令を支持する主要な国民集団と支配エリートに，相異凌る程

度において受けいられることのできる諸価値並ぴに諸象徴の発展16〕」であ

る。
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　では，そのような制度的構造の発展を促す条件とは何であろうか。この

問題の究明は，アイゼンシュタットを，近代化における社会人口学的・構

造論的側面と近代化推進エリート（modemizing　elites）の活動との相互

作用を強調するアプローチヘと導く。そこにおいて近代化の過程は，「た

んに若千の一般的な構遺的諸特徴の，ある社会内における発展によってで

はなく，特殊凌「カリスマ。的諸集団凌いし人格（perso皿ality）の藷活動

によっても推進されうる17）」ことが仮定される。そのぱあい，近代化の制

度化は，マックス・ウェーバーの所謂古典的凌タイプの特徴や志向性とは

異なるが，かれの所謂「カリスマの日常化。の過程と類似したものとして

示される。結局，「近代的な制度的構造の結晶化の方向は，いかなる所与

の枇会ないし状況においても発展し，しかも最も濡動的凌特殊な近代化推

進エリートの志向性および活動の性質によって大いに影響される18）」こと

に凌る。ここに，今日新生諸国の近代化が西欧先進諸国のケースとは異

なった形で展開されつっある現実を考慮に入れ凌がら，その発展状況にっ

いての有効な分析を試みようとする近代化論一般のアプ回一チの理論的な

帰結が明確に示されているといえよう。

　アイゼンシュタットの政治発展論において，近代化の主体的条件や，さ

らにそれと関連して制度化の過程が重視されていることについては，すで

に言及したとお・りである。このことについて，内山秀夫はっぎのように述

懐してい乱「（アイゼンシュタットの理論は）長い間機能論に雌伏を余儀

なくされてきた政治制度論の現代的展開の一つの可能性を示唆」するもの

であ1），「F政治』という現象が……（中略）一・・フォーマルな制度を中心に

してしか理解できないのだという古典的な信条をふたたぴ宣言してい

る19）』それが肉山秀夫のいうように現代政治学に対するいわぱ意識的な

挑戦であるか否か定かではない。また，かれの述懐には多少誇張された

響きもあるであろう。しかし，一方で構造＝機能論的アプローチを容認し

っっ，同時に制度化重視の理論の構築を図るアイゼンシュタットのアプ
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ローチは，たしかに従来の政治学ないし社会学の方法論的空隙をよく補完

しうるものとして，高く評価されてよいであろう。一もちろんこのこと

は，近代化論がその比較対象を非西欧新生藷国にまで拡大するものであり，

しかもそれら諸国の近代化がいわゆる近代化推進エリートの活動と志向性

に大きく依存しているのが現実である隈り，むしろ当然のことであると思

われる。なぜなら，すでに述べたように，それらの新生諸国では，政党及

ぴ利益集団のような利益接合的機能を有する集団の力が弱体であるため，

制度化は，上述の政治的エリートによって人為的・主体的に企図されざる

を得ないからである。

　　　註
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　　Palombara　ed．，Bureaucracy　and　PoIiticaI　Development，1963．p．96．

2）　ibid．，p，96．

3）　ibid．，P，100．

4）　　ibid．，P．101．

5）ibid．，p．102。もちろん，それらは近代政治体制において，たんなる制度的

　　装置にとどまらず，「自律的。な独自のオリエンテーションを有する。

6）　ibid．，p．96．

7）　　ibiとL，P．103．

8）　内山秀夫「政治的近代化の理論と問題。法学研究第37巻第11号p．46．のち

　　に「変動の制度化・と改訳（内山秀夫「政治的発展の理論と構造・未来社，

　　1972，p．28）されているが，ここではあえて原訳語に従った。

9）S．N．アイゼニ／シュタット著，犬森弥他共訳，前掲書p．2．

10）　同上，pp．2－3．

11）　同上，p．3．

12）　S・N，Eisenstadt，“Moderni囲tion　md　Conditions　of　Sustained　Gmwth，”

　　World　Politics　No．16．1964，p．581・

13）　ibid．，p．583．

14）　ibid．，p．584．

15）　ibid．，p．584．
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18）　ibid．，p．586．

19）　内山秀夫，前掲論文p．62．但し，内山秀夫の考え方にはその後変化がみら

　　れる。日く，「制度化理論は，『変動。という問題を制度的に了解する点で，

　　現代政治学に大きな衝撃をあたえるはずである。もちろん，だからといって

　　この理論指向は，制度論者のいう制度的アブローチの復活を意味するもので

　　はない。それは，政治の構造的一機能的理解，ひいては行動論的政治学の充

　　実の指向において了解されなければならない。・内山秀夫「政治発展の概念

　　とその分析方法。法学研究第39巻第4号，pp．57－58．

2．政治発展論における官僚制研究の視角

すでに政治的発展の意義について，いくぷん明らかにしてきた。本節で

は，主として，畢寛，政治発展論において官僚制はいか凌る視角から検討

されるのか，ということ，そして副次的に，官僚制は政治的発展といか凌

る関連をもち，その過程においてどのような意義をもつのか，という問題

を取扱う。

　まず，政治発展論における官僚制研究の視座の設定，および，その研究

のあり方の問題から検討する。概して，新しい官僚制の研究は所謂「ウェー

バー・モデル」の修正という形で提起された。周知のように近代化論一般

の問題意識が「西欧杜会について起った出来事を他のすぺての社会にとっ

ての規準と考えることは誤りである，との認識にもとづいて展開される以

上，主として西欧社会の観察にもとづくウェーバーの所謂「合理的支配。

の理論が政治発展論の批判の姐上に置かれたことは，いわば当然のことで

あろ㌔それは「理念型・の官僚制のタイブから逸脱する一切のタイプの

官僚制を「管理上の能率に有害1）」であるとみなし，研究の対象から除外

するからである2〕。もっとも，私見によれば，政治発展論は決してウェー

バーの理論を否定しうるものではなく，たんに修正ないし補完するところ

にその意義を見出すことができんウェーバーの提示する理念型官僚制も・

西欧「先進約」パターンにもとづく官僚制の発達もまた一つの有カな発展

形態でありうる隈りにおいて，少なくとも政治的発展の一様態として存在
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しうることは事実であり，むしろ政治発展論は，「必ずしもウェーバー・

モデルによら凌い発展の仕方もありうる」ことを主張する理論であるから

である。（ここに，近代化論乃至政治発展論が「西欧的性格」を完全には

脱却できない所以が存する。）因みに，ウェーバーが掲げる近代官僚制の

特徴を列記しておく3〕。

　（1）規則によって秩序づけられた権原の原則

　（2）職務体統およぴ審級序列の原則

　（3）文書による職務執行と，それを担当する下僚や書紀スタッフの存

　　　在

　（4）職務活動のための特殊な専門教育の必要

　（5）　フル・タイムの労働力の要求

　（6）一般的・永続的・包播的・習得可能な規則についての知識の必要

　では，今日拾頭しつつある新生諸国の官僚制は，理念型官僚制と現実に

いかなる相違を示すのであろうか。S．N．アイゼンシュタットは，西欧近

代と非西欧の官僚制について実証的・歴吏的な比較研究を試み，後者にお

ける官僚制の特徴として以下の点を強調する4）。

　第一に，官僚制が高度にその国の政治過程に参加していることである。

それは自らを能率的な行政部そのものとして構成しており，政治的目標及

ぴ政策指令を確立し，決定し，かつ履行するうえで，基本的な役割を担う。

行政長官を除けぱ，多くの新生諸国において官僚制が政治的・行政的目標

を形成しうる主要な，あるいは唯一の機関である。一さらにそれは，政

治的規制の主要手段として政治過程に関与する。たとえぱ，ラテン・アメ

リカの若干の国では，官僚制は他の寡頭制的集団と密接な関連を保ちなが

ら，それ自体ひとつの強大な圧力団体を構成している。

　開発途上国の官僚制がもつ第二の基本的特徴は，官僚制が杜会変革並ぴ

に政治的社会化（po11tlcal　socla11zatlon）の主要な道具であることである。

このことは，官僚制が杜会的・政治的なリーダーシップと後見に携わるこ
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とを意味する。一もちろん，官僚制が変革の道具でありうることは開発

途上の国々に限られない。P．M．Blauの指摘するように，「意識的に社会

変動を大量に導入するためには……（中略）……つねに官僚制的な管理方法

に依存しなければならない5〕・のである。ただ開発途上国では，そのよう

な必要が著しく大きいだけに，官僚制はより以上に変革の道具たることを

要請されるのである。

　このように，開発途上国の官僚制の構造上の特徴および行動様式は，種

種の程度において通常の西欧的パターンとは異なる。それはひとっには，

開発途上国と西欧先進諸国との間の普遍的な文化的諸価値や社会的枠組

（SoCialSetting）の相違によるものと考えられる。前者では，主観的・政

治的な諸価値が，技術乃至経験のよう凌客観的・官僚制的要求よりも重要

なのであん西洋に普及している諸観念（たとえぱ，インパーソナリティ，

技術的優越性，「公益。の如き抽象的観念に対する忠誠）は，各人の主要

な忠誠がその家族・友人などに向けられている社会とは相容れないものの

ようである。

　いずれにしても・政治的発展のパターンは実に多様であ乱どのひとつ

のモデルによっても，官僚制組織にっいて的確に把握することは至難であ

ろう。それこそ，ひとりアイゼンシュタットのみに隈らず，多くの研究者

によって新しい官僚制理論が探求され，模索される所以でもある。再三反

復するように，従来のモデルは，当然に西欧的な文化的・時代的拘束性を

含んでいる。しかるに，現実には西洋流の合理的・階統的・業績志向的な

官僚制によることなく杜会的・経済的な発展の促進されている国が存在す

る。開発途上国が非合理的で散漫な退廃した政府官僚制に導かれて種々の

発展を遂げてきたという事実は，同時に，官僚制と西欧世界にお’ける社会

的・経済的発展について再検討することの必要性を示唆するものであり，

ここに政治発展論における官僚制研究の原点が存することは，改めていう

に及ぱないであろう。
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　では，官僚制はいったい政治的発展といかなる連関を有し，その過程に

おいていかなる意義を有するのか。この点にっいても結論を先に述べるな

らぱ，官僚制は所謂「政治的発展」においてそれを促進する（あるいは阻

害する）主体者としてきわめて重大な役害と影響カを有する。アイゼン

シュタットによれば，近代政治体制が変化しつつある政治的諾要求を吸収

する能力は，行政・立法機関，政党およぴ中央集権的官僚制的行政の3つ

の制度的枠組の発展と密接に関連している。これらはいずれも，「ある程

度，すべての近代化過程の基本的な当然の結果・であり，「変化しつつあ

る政治的諸要求と組織を吸収する能カの制度化において，それらの重要な

役割を果す6〕」。すでに述べたように，とくに開発途上国では官僚制がほ

とんど唯一の制度的枠組であり，それがひとっの「変化の機関7）」‘agent

ofchange’でさえありうることから考えても，その重要性は容易に伺い知

られる。

　それにしても，官僚制はどうして政治的発展の過程に巻き込まれるので

あろうか。そのことは，社会において官僚制が占めている地位と大いに関

係がある。す凌わち，それはいずれの国においても，支配者と若干の主要

な集団・階層との中間に置かれているのである8）。その結果，官僚制は

（とくに国家建設の途上にある国々では，）支配者と諸集団・諸階層との双

方のために要求や利益を充足させねぱならなくなり，調整・統制の機能を

果すにいたるのである。ここにおいて官僚制は，一社会組織，一機能集団

として政治的発展のうちに包含されているのを見出すであろう。一その

さい1アイゼンシュタットによれば，官僚制は所与の環境との均衡維持の

タイプとして，①自律性維持　②官僚制化　③脱官僚制化（後述）のいず

れかの傾向を示すという。このような指摘が官僚制研究の視角との関係に

おいていかなる意義を有するのか，ということについて，つぎに検討して

みたい。

　周知のように，官僚制について，異凌った二っの見解がある。ひとつは，
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官僚制が所与の目標を含理的・能率的に履行するための道具であるという

立場，そしていまひとつは，それが権力を獲得し行使するための遣具にほ

かならないとする立場である。

　従来，これら二っの見解は互いに対時せられてきた。すなわち，前者に

とって官僚制における権力的要素は，それが含理性・能率性を維持するう

えで「障害。になると考えられる。一方，後者にとって官僚制の合理的な

目標遂行という側面は副次的凌ものにすぎず，ときには「空虚なイデオロ

ギー」でさえある・ところで，これらの見解は果して宿命論的に対立しあ

うもの凌のであろうか。否，官僚制は両者の主張する側面を同時に併せも

っ，多次元約凌組織なのであんたとえぱ，官僚制がその目標を合理的・

能率的に遂行するための機構であるとする一而的な理解からは，それがっ

ねにその頂点において官僚的でない要素を有するという事実を説明するこ

とはできない。

　したがってアイゼンシュタットは，これら二つの見解の対立を．Iヒ揚しよ

うと企てる。所謂「二分法の克服。‘overcomeofdichotomy’である。そ

のために，まずかれは官僚制がひとつの社会組織であることに着眼し，そ

れが所与の環境において物的・人的資源，正当性；一般大衆の支持，さら

に顧客（Clientele）の獲得をめぐって他の諸勢力と競争しなけれぱならな

いことを指摘する。さらに，官僚制はその内部の下部組織（subsystem）を

統合・処理しなければならない。このようにして官僚制は，その生成の当

初から所謂権力状況のなかに組み込まれる。そこにおいて官僚制は，たん

に政治的・杜会的な諸目標を履行して種々の奉仕を支配者や諸集団に提供

するだけではなく，必然的に，統制・媒介的な機能をも果すことになる。

ここに目標の能率的遂行と権力手段との官僚制の二っの側面が「一点に集

まる。’Comerge’。端的にいえば，それは官僚制がもともと目標を能率的

に履行するための機構でありながら，同時にその成立の当初より政治過程

に包含されていることの，いわば肖然の帰結であるといえよう。いみじく
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もアイゼンシュタットの指摘するように，官僚制について考えるぱあい，

その主な間題は，そもそも「どちらの見解が正しいか，ということではな

くて，むしろ，これらの傾向が所与の官僚制組織の中で現実化され，支配

的となるのは，どのような条件のもとにおいてであろうか1o）・ということ

なのである。そして，この問題を究明するために，かれは，官僚制がその

環境との間に維持する三種の均衡状態を仮定する。

　（1）　官僚制が自律性を維持するタイプ

　　　r自律性」‘autonOmy’とは，官僚制が他の社会集団の規準によって

　　　ではなく，自らの規準にしたがって組織されること，及ぴ政治闘争

　　　や社会の一般的な地位階統制において白立的な役割を持続すること

　　　を意味する11）。このばあい，合理牲，能率性，インパーソナルな規

　　　則の普及の如き官僚制の基本的な構造上の特徴が維持される。

　（2）　官僚制化（bureaucratization）

　　　官僚制そのもの，あるいはそのエリートの利益において，官僚制の

　　　活動領域や権力範囲の拡大しているタイプ。このぱあい，官僚制は

　　　社会生活全般に対する統制を強め，自らの権力の実現を図る。

　（3）脱官僚制化（debureaucratization）12）

　　　特定集団（顧客，パトロン，利益集団）の利益のために官僚制本来

　　　の目標や活動が損われるタイプ。自律性喪失の状態をいう。

　現実の官僚制組織は，これら3つの傾向の混合体として発展する。しか

し，これらの傾向のうちいずれかをより優越的なものとして発展させるで

あろうことも事実であり，アイゼンシュタットは，それらの傾向がそれぞ

れいかなる条件のもとで発展するかにっいて，綿密な検討を施してい㌫

本稿の目的は，主として官僚制研究の視角の究明にあるので，実証的・歴

史的なかれの研究の成果を紹介する余裕はないが，結論として，官僚制が

目標志向的となるのも，あるいは権カ志向的と凌るのも，それが置かれて

いる条件次第であるということが指摘されているのであ㌫そう考えるこ
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とによって，官僚制の二分法は克服されうる。そして，官僚制を所与の環

境における他の藷勢力とのたゆまざる相互作用の中で理解するところに，

かれのすぐれて動態的なアプローチの一環が伺われる。

　ところで，このよう凌官僚制の発展傾向（それは周知のように「政治的

発展」という分析概念のもとに探究される）を特定の歴史的枠組に適用す

るところに，アイゼンシュタットの意義ぷかい比較研究は始まる。渡辺保

男の指摘するように13〕，官僚制にかんする類型的分類はいかに有効であっ

ても「不可避的に静態的な性格」を有する。「もし変化の動態，官僚制と

発展との関係の如き間題は歴史的コンテクストのなかで究明されねぱなら

ない」のであ㌫そして，アイゼンシュタットはその臓大な歴史学的比較

検討ののちに，官僚制が一般に政治的発展の過程においてっぎのような役

割を果すものであることを結論する14）。一（1）それは官僚制的な政治統

一および政治的近代化の重要な遭貝として役立った。（2）それは分化した

組織を形成するうえで，きわめて重要であった。（3）しかしそれは，近代

化をより促進するうえで，重大凌障害となることもあった。

　このようなアイゼンシュタットのアプローチの意義にっいて，本稿のは

じめに指摘された機能論的方法論との関連のもとに，考えてみたい。

　周知のように，一般に，今日の政治学，社会学には歴史主義的な方法論

（それによれぱ，それらの学間は，根本的に歴史的な潮流とか歴史的法則

とか類型などにっいての一般化を取扱うものである）と構造＝機能論的ア

プローチ（現在の時点を精密に分析しようとする）とが，それぞれ相拮抗

する形で存在している。（現代アメリカ政治学乃至祉会学において後者の

アプローチがより優越することについては，すでにホしたとおりである。）

しかしながら，元来これら二っの見方は相対立するものでは凌く，相互に

補完しあうべきものと解されるべきではなかろうか。すなわち，現在がい

かにして現在的になったかを解明することができるのは，歴史的凌方法を

通じてであるし，また，その現在がいかなる仕組で動きっっあるかを知る
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ことができるのは，構造＝機能論的な方法によるほか凌い。ところが，従

来これら二っの方法は，互いに調整されることなく展開されてきたきらい

があった15）。

　アイゼンシュタットは，まず官僚制がいかなる構造上の条伜においてそ

の自律性を維持し，あるいは官僚制化乃至脱官僚制化するかにっいて検

討し，他方，その分析の結果を特定の歴史的脈絡のもとで検証しようと試

みている。その意味で，かれこそまさしく，さきにみた二っの見方の空隙

を埋めるための一っの可能性を提示’しているといってもよいであろう。か

りに歴史的分析をマクロ的な方法とし，構造論的，機能論的な見方をミク

ロ的方法とするならば，かれこそ，その独自の方法において現代政治学

（乃至現代杜会学）のマクuとミクロとを融含することのできる数少ない

学者のひとりであると評価することができるであろう。

　以．i＝のように，政治発展論（とくにアイゼンシュタツトの）における官

僚制研究の悦角は，第一に「ウェーバー・モデル」の修正として，第二に，

目的遂行手段・権力獲得手段としての「官僚制の二分法」の克服として，

そして第三に，政治学及び社会学における歴史論的立場と構造＝機能論的

立場との融合として，把握することができるであろう。筆者にとって究極

の目標は，このような政治発展論の視角のもとに，欧州共同体委貝会にお’

いて形成されつっある官僚制組織の発展過程を究明することにある。

　　　　註

　1）P－M、ブラウ著・阿利莫二訳「現代杜会の官僚制。岩波書店，1967年，p．3I．

　2）　内山秀火「新興諾国における官僚制の研究。法学研究第40巻第2号，p．49．

　3）　マックス・ウェーパー著・世良昆志訳「支配の祉会学I・創文社，1968年，

　　　pp．60・63．

　4）一この点にっいては，アイゼンシュタットの下記論文を参照した。

　　　S．N．Eisenstadt，“Bureaucrcy　and　Politica1Deve1opnlent，”op．cit．，pp．106－

　　　109，pp■111－119．

　　　S．N．Eisenstadt，“Pmb－ems　of　Emerging　in　Deve1oping　Areas　and　New

　　　States，in　Bert　F．Hoselitz　and　Wi1bert旺Moore　eds、，Industria1ization　and
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5）P．M．ブラゥ，前掲書p．105．

6）　S，N．Eisenstadt，“Bureaucracy　and　Pohtica1Development，”op．cit．，p．105．

7）　S・N・Eisentstadt，“Pmb1ems　of　Emerging　Bureaucracies　in　Deve］oping　Ar－

　　eas　and　New　States，”op．cit．，p．169．

8）　S．N．Eisenstadt，“Bureaucracy　and　Political　Development，”op．cit．，p．10a

9）　この点については，つぎの論文を中心に論理構成する。

　　S．N．Eisenstadt，“Bureaucracy，Bureaucratization　and　Debureaucratizat－

　　ion，”Administrative　Science　Quarter1y，Vo1．4，No，3，Dec．1959，PP．302－

　　311．

10）　ibid。，p1304．

11）S・N．Eisenstadt，“Po1itical　Struggle　i■Bureaucratic　Societies，”World　Poli－

　　tics，IX，Oct，1957，p，35．

12）「逆官僚制化。と訳されるぱあいもある。佐藤慶幸「組織分析に関する二・三

　　の考察。Philosophia42．1961，p．10g．

　　　また，「非官僚制化・と訳されることもある。渡辺保男，前掲論文p・51・

13）　渡辺保男，同上。

ユ4）　S　N・Eisenstadt，“Bureaucracy　and　Political　Development，”op・cit・，p・105・

15）　佐藤慶幸，前掲論文p・95－97・

三、課題と展望一むすびに代えて一

　これ’まで，S．N．アイゼンシュタットの所論を中心として，比較近代化

論における中心的な問題の究明に努めてきた。それは，第」において機能

論的アプローチと伝統的方法との接合の間題であったし，第二に，近代化

論の主たる間題意識から派生する間題一すなわち，西欧中心的凌理論か

らの脱皮の課題，たとえば諸々の価値観との関連性およぴマルクス主義と

の係わりをめぐる問題，等々であった。そして，第二章において，それら

の問題を包括的に検討しながら，近代化論における官僚制研究の視角を究

明し，すでに一応の結論をえてきた。しかし凌がら，なお解明されるぺき

いくつかの問題が残されている。ここでは，それらの間題を提示し，あわ
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せて将来の展望を試みておきたい。

　はじめに，近代化論が脱西欧化の理論の構築を試み，なおかっ西欧化理

論から完全には脱却できないところに，近代化論のもっひとっの宿命的な

自家撞着を見州す。本稿においてすでに触れたように，開発途上国及び祉

会主義諸国をも比較研究対象の中に包含するとしても，西欧先進諸国がま

さしくひとっの「先進的」凌近代化の実例であることを無視しない限り，

その研究対象から西欧世界を抹消することはできない。S．N．アイゼン

シュタットが歴史論的研究と構造＝機能論的研究とに架橋しうる方法を提

示していることは’ト分に評価できるが，近代化の指標として，やはり社会

構造の分化，各種の利益接合的集団の発達等を考慮に人れるとき，西欧近

代の像が優越的に想定されざるを得ない。

　第二に，しぱしぱS．N．アイゼンシュタットの理論は，「近代化の崩壊」

という概念を包含するが故に，近代化にひとっの「方向性1）」をもたせる

ものとして評価されているが，この点はどうであろうか。たしかに「ただ

国民所得が多いとか，文盲率が少ないとか，マスコミュニケーションに接

する機会が多いとかいうことだけで近代化をはかるということは，少なく

とも政治的近代化のとらえ方としては明らかに適当で凌い2）」し，その意

味において，構造＝機能論的アプローチのもとでは「ナチドイツも童た高

い近代化を示すことになり，方向性の問題が欠落3）」することも，恐らく

事実であろう。しかしながら，S．N．アイゼンシュタットの方法論がその欠

落を補完しうるという保証は凌い。かれが「近代化の崩壊」‘breakdowns

ofmodemigation’というぱあい，それは近代化（かれの所謂「政治的発

展」）の反対概念を意味するものであり，したがってたんに「制度化の挫

折・として理解されるぺきものではなかろうか。事実，かれが近代化の崩

壊した事例として列挙するのは，「近代化の多様な社会人口学的およぴ構

造的指標が発達したにもかかわらず，・・・…　（中略）……この杜会人口学的

構造的諸変化によって生起した諸間題に対処しうる存続可能な制度的構造
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を，その内部に発展させることはなかった4）」ような扇々である。もちろ

んその中には，ファシズム諸国家が含められているけれども5〕，そのこと

によって直ちにアイゼンシュタット理論が方向性を示していると解すべき

ではなかろう。制度化には成功しても非民羊的であるような国は存在しう

るし，その逆の事例もまた存在しうる。したがって，かれの「崩壊。概念

は，西欧的凌楽観的進化論（近代化は必然的・直線的に遭行する，との）

を打破するにとどまる・

　第三に，そのことと関連して，民主主義と近代化乃至政治的発展との関

連性をより明確にする必要があるであろう。そのぱあい，とくに西欧化イ

メージとの重複が多少とも予測され，近代化論の自家撞着がここにも投影

されていることが分る。しかしながら，緒論的には，近代化論は「民主化」

概念を包括すべきものと考えられる。そうでないと，近代化の理論はたん

在る扶会変動の研究と同一視されることとなり，規範的側面を臼ら放棄す

ることとな乱とくにアイゼンシュタットのように超歴史的・趨空間的に

研究の素材を求めるぱあい，その危険性は一層大きい。

　しかも第四に，政治発展の概念のもとでも，すでに指摘したように，い

くつかの点で西欧化イメージと必然的に重なり合う限り，ヤルクス主義と

の対暗の問題も完全に消却せられたものと考えることはできない。かって，

あるマルクス主義者がたんに「「近代化。論のイデオロギー的批判にとど

まらず，「近代化』論の系統的研究を内在的に進めていかなければならな

い5〕」と述べたように，近代化論者の側でも，階級論の再検討を伴うより

精級な理念の構築に寧念すべきであろう。一そして，以上のような藷閥

題を克服するとき，比較近代化論は現代肚界び）一一切の現象を包括的に研究

する，真に偉人凌理論となりうるであろう。そこにこそ，将来の比較近代

化論の発展の姿をみる。

　最後に，筆者にとっての今後の研究課題と抱負を明らかにしておきたい。

当面の関心は，もっぱら欧州共同体，とくにその委員会制度の機構的研究
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にある。ローマ条約の規定から伺えるように，委員会の各メンバーはその

独立的地位を守られ，共同休の共通の利益を追求すべき義務を負う。した

がって，それは，加盟諸国から独立してある程度の合法的権威を必要とす

る点で，超国家的性格をもたねば法らないが，委員会は，ほとんどすべて

の重要問題の決定にさいし理事会の拘束をうけるというのが現状である。

しかもそれは，独立の財源をもっていない。David　Coombesが‘federal

executive　in　embryo’6）または‘a　part1y　executive　Or　suP「anatiOna1

body7〕’と名づける所以である。このような委員会の性格は，当然，その

5，O00名を超える職員機構にも投影される。すなわちそれは，既存の国際

機構における事務局とも異なるし，また，連邦国家における政府官僚制と

も異なる。いわぱ両者の中閥的発達形態を示すものである。しかも，将来

の発展形態としては超困家的な方向を志向し凌がら，現状では，理省会業

務の煩雑化に伴うその委託事項の増大により政治的リーダーシップの機会

を減退させっっあるという，特異な発展段階におかれた官僚制機構である

といえよう。クーミーズは，政治と行政との一般的関係にたいする関心か

ら，「そのいずれにも完全にはあてはまらない8）」EC委員会の職員機構に

関心を抱き，そこに発展途上国の状況との共通点を見出すのである。「官

僚制的組織は，政治的・経済的発展を支え，それを維持するにあたり，厳密

に限られた価値しかもた凌い。とくに，政治的・経済的発展が創意工夫と

変化を必要とするばあい，また，既存の構造が不本意ないし不十分なもの

であるぱあい，その価値は少ない。このことは，発展途．上の杜会にっいて

の最近の研究から起ってきた問魑であるが，重要な点で，共同体も同様の

状況にある1o）。。筆者は，クーミーズと同様の関心のもとに，EC委員会機

構の官僚制的側面とその政治的機能にっいて，比較近代化論的な研究視角

から検討を試みる予定である。とくに，既存の他の国際機構における官僚

制機構との比較を通して，従来の国際政治学においてはとくに中心的課題

とはされなかったような分野の研究，すなわち，国際公務員制度にかんす
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る体系的研究を，将来，「国際行政学。とでもいうぺき学閲分野として構築

したいというのが，筆者にとって目下最大の抱負である。もっとも，当分

は，欧州共同体を，第一にヨーロッパ統合についての歴史的浴革から，第

二にその方法論から，第三に一般的制度的側面から，第四に広く域外諸国

（とくにアメリカ合衆国，社会主義諸国，中立諸国，開発途上国及ぴ日本）

との関係から，第五に政治統合の展望の見地から考察することによって，

主として国際政治学的な研究を推し進めてゆきたい。そして，それらの巨

視的・総合的凌理解のもとに，いわぱ微視的側面の研究として，比較近代

化論的アプローチによるEC委員会機構の解明を図り，将来の国際行政学

的研究の礎としたい。

7）

8）

9）

10）

S．N．アィゼンシュタット著，大森弥他訳，前掲書p．192．

1司　　上。

同　　上。

向上，p－41．

金原左門，前掲論文p．14．

David　Coombes，Politics　and　Bureaucracy　in　the　European　Community，op．

cit．，P．43．

ibid．，p．85．

ibid．，p．11．

ibid．，p．11，

ibid一，p．292．
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